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町の人口│６月１日現在（先月比）　世帯数／1,610（＋9）　人口／2,866（＋9）　男／1,476（＋6）　女／1,390（＋3）
住民基本台帳法の一部を改正する法律により、人口は、外国人の方を含めた人数となっています。
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　このたびの町長選挙におきまして、引き続き３期目の町政を担わせていただくことになりました。

改めて肩にかかる重圧を痛感しており、大変身の引き締まる思いであります。

　平成30年に町長に就任し、当初から現在まで「みんなと共に、まえへ前へ !!」をスローガンに掲げ、

明るく元気な町・安心して住める町・子どもから高齢者まで夢を持てる町を目指し、これまで町政

運営に全力を注いでまいりました。

　今回も前回に引き続き、無投票での再選となりましたが、これを全面負託とは考えず、町民の皆

様とともに歩んでいくことを心がけてまいります。「住んでいる人が明るく、元気に暮らせるまちづ

くり」「子どもの声が響くまちづくり」を目指し、町民の皆様と向き合い、声に耳を傾け、町の施策

について丁寧に説明しながら、開かれた町政を推進してまいります。

　ここからは、選挙公約などでお示しした３つの柱について、ご説明いたします。

１　活気が出るまちづくり
　⑴�町民の皆様の食卓を守るため、現在、宮浦港付近に「商業・観光交流複合施設」の建設計画を

鋭意進めております。完成後には「コープなおしま」本店が新施設に移転する予定であり、よ

り便利な店舗となります。

　　�また、宮浦港には、県の事業として長さ70メートルの浮桟橋も新たに設置される予定であり、

今後も皆様の利便性向上に努めてまいります。

　⑵�町の基幹産業である三菱マテリアル株式会社直島製錬所において増産計画があり、町にとって

も様々な面でプラスになります。期間中は工事関係車両が多数、宮浦港を利用するなど混雑が

予想されますが、町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　⑶�予定されておりました四国汽船のダイヤ改正は白紙になりましたが、離島に住む我々にとって

航路は「生命線」であります。今後も小型高速艇の増便について粘り強く要請していく決意で

あり、町民の皆様の利便性向上を目指してまいります。

３期目就任のごあいさつ３期目就任のごあいさつ
直島町長　小　林　眞　一
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２　生活応援対策
　⑴�物価高騰などの対策として、生活応援クーポン券（１人当たり２万円）を配布いたしました。現在、

町内で様々な商品の購入に利用されております。

　⑵�国の施策により、令和８年度から小学校の給食費が無償化されております。これに併せ、子育

て世帯の経済的負担をさらに軽減するため、中学校の給食費についても無償化を実施いたして

おります。

　⑶�町の将来を担う優秀な人材を確保するため、「保健医療福祉関係職修学資金貸付金」（旧名称：

看護学生修学資金貸付金）の対象職種を拡充いたしました。これまでの看護師に加え、新たに

保健師と社会福祉士を追加しております。

３　心構え
　⑴�仕事は「大胆に実行、されど細心の配慮」を常に心がけ、さらに「役場は行政サービス業」で

あることを肝に銘じて、日々の業務に邁進いたします。

　⑵�令和８年度からの役場組織の再編により、建設部門と水道部門を「建設水道課」に、農林水産・

商工部門と環境部門を「産業環境課」に再編いたしました。特に観光係は庁舎１階の中央部に

配置し、窓口を明確化することで、スムーズな来客対応を心がけます。

　以上、私が描く将来に向けての取り組み方針について申し上げましたが、特に商業・観光交流複

合施設整備には多額の建設費を要します。もちろん、国の交付金を最大限に活用いたしますが、町

債も必要となる事業です。

　このことについては、当然、財政事情を十分に考慮しつつ、町民の皆様の日常生活を支える大切

な施設となりますよう取り組んでまいります。「みんなと共に、まえへ前へ !!」のスローガンのもと、

私が先頭に立ち、職員とともに汗をかきながら、課題解決ならびに新たな付加価値の実現に向けて

尽力してまいります。

　町民の皆様をはじめ、地域団体、民間事業者の皆様におかれましては、今後とも町政に対するご

理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、就任のごあいさつとさせていただきます。
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• • • • • • • •　総務課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　総務課　☎087-892-2222

令和８年経済センサス－活動調査について

 ●調査の実施と回答内容の保護について 

　総務省と経済産業省は、令和８年６月１日現在で、「令和８年経済センサス－活動調査」を実施し

ます。全国のすべての事業所および企業が対象になります。
　皆さんの調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いします。

 ●調査の重要性と回答義務について 

　「経済センサス－活動調査」は、同一時点での我が国のすべての産業分野における事業所・企業の

経済活動の状況を全国的・地域別に明らかにすることを目的としており、国が行う調査の中でも特

に重要かつ大規模な統計調査です。

　この調査は、政府が実施する統計調査の中でも特に重要な調査の一つであり、正確な統計を作成

するため、統計法（平成19年法律第53号）に基づいた回答義務のある調査（基幹統計調査）として

実施いたします。

 ●調査結果について 

　「経済センサス－活動調査」の結果は、国および地方公共団体における行政施策の立案や、民間企

業における経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されています。

 ●調査期限（６月８日（月）まで）終了後の回答について 

　既に回答いただいている事業所様は、ご理解・ご協力いただき誠に�

ありがとうございます。

　まだ回答いただいていない事業所様は、回答期限は過ぎていますが�

インターネットまたは郵送での回答はまだ可能ですので、必ずご回答い
ただきますようお願いします。インターネットページは、町配布のタブ

レットおよびスマホでご利用いただけます。

インターネットでの
回答は便利だね♪
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• • • • • • • •　総務課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　総務課　☎087-892-2222
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• • • • • • • •　建設水道課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　建設水道課　☎087-892-2224

県営住宅入居者募集について
名称・募集戸数
　県営住宅直島団地106号室　１戸

場　　　　　所
　香川県香川郡直島町4143番地12

募　集　戸　数
　鉄骨造４階建　106号　3LDK　１戸　

家　　　　　賃
　3LDK　34,000円～54,000円（月額）
※別途共益費　4,000円（月額）が必要です。

入　居　資　格
　次の条件をすべて満たしている方
①住宅を必要としている方。
②同居親族、または同居しようとする親族がある方。
③�世帯全員の所得の合算額が所定の基準に該当す
る方。

④町税、県税などの滞納がない方。
⑤�過去に県営住宅の家賃・退去修繕費などの滞納
がない方。

⑥申込者が成人である方。
⑦�その者と同居親族（予定含む）が暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年
法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員
でない方。

受　付　期　間
　６月１日（月）〜６月12日（金）
　８：15～17：00　
　※12：00～13：00は除く
　（土・日・祝日は受付できません。）

申　込　方　法
　必要書類をそろえて申込期日までに建設水道課
へ必着のこと。

必　要　書　類
（1）入居申込整理票
（2）入居許可申請書
（3）県営住宅の留意事項について
（4）住民票（世帯全員分）
（5）課税・所得証明書（世帯全員分）
（6）町税分納税証明書（世帯全員分）
（7）県税分納税証明書（申請者のみ）
（8）その他（転入確約書、現住所の住民票、課税・所得証明書）
※課税対象でない方もその旨の証明を提出してください。

資 格 審 査 等
　申込受付後、資格審査を行い、入居資格該当者
には抽選会および入居説明会の日時、場所を記載
した文書を送付します。また、入居資格に該当し
なかった方にも電話などで通知します。

抽選会および説明会　　
６月17日（水）　13：30～　役場２階大会議室
　入居資格該当者は、かならず時間厳守で抽選会
に出席してください。
　なお、当選された場合には、引き続き入居説明
を行います。（代理人でも可）

入 居 予 定 日　７月１日（水）

※�入居資格を満たす収入基準とは、年間総所得が
おおよそ下記の金額以下の場合を指します。

２人家族（同居１人）　
2,276,000円以上～6,224,000円以下

３人家族（同居２人）　
2,656,000円以上～6,604,000円以下

４人家族（同居３人）　
3,036,000円以上～6,984,000円以下

５人家族（同居４人）　
3,416,000円以上～7,364,000円以下

６人家族（同居５人）　
3,796,000円以上～7,744,000円以下

※�家族のうちで所得が２人以上ある方はそれぞれ
の所得を合算して当てはめてください。
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地域おこし協力隊ぐらむ

• • • • • • • •　建設水道課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　建設水道課　☎087-892-2224

－ 水道メーター交換のお知らせ －
　今年度も水道メーターの交換を実施します。
　皆さんご使用の水道メーターは、町がお貸しし
ているものであり、計量法に基づき定期的に交換
しています。
◦�メーター交換は、町から委託を受けた指定給水
装置工事事業者が行っています。（委託証明書ま
たはそのコピーを携帯しています。）
◦�町から個別に交換のお知らせなどはしていませ
んので、業者が交換する際はご協力をお願いし
ます。
◦�このメーター交換は無料です。
◦�メーターごとに検査満了期日があり、それに基
づいて交換していますので、近隣の家とでは交
換時期が異なる可能性があります。

　ただし、下記の改良費用については個人の負
担となります。

◦メーター位置が深くて交換できない。
◦�メーターボックス上や周辺に障害物があって交
換できない。
◦�メーターボックス内に異物（土、コンクリート
など）が入っていて交換できない。
◦�メーターが交換できない場所にある。（狭い通路
の奥、植木の中 など）
注意事項：�メーター交換の際、水道管に空気が混

入し、白い水や空気混じりの水が出る
ことがありますので、交換作業終了後
は、蛇口をゆっくり開けてしばらく水
を出してから、通常通りご使用ください。

担当：山川

　こんにちは、山川です。
　最近の休日は、水引を使ったアクセサリーづくりを
楽しんでいます。
　水引は、ご祝儀袋などに使われる日本の伝統素材。
　「人と人を結ぶ」という意味が込められていて、日本
らしい美しさに惹かれています。
　伝統的な和の素材を、和装だけでなく普段の服装に
も合わせやすい、日常使いしやすいデザインができた
らと思い制作しています。
　水引ならではの繊細な結びや色合わせ
に加え、結び方にも願いや意味が込めら
れているところが魅力的です。
　「気軽に楽しめる“和”」を目指して、
作品づくりに挑戦中です！

2026. ６
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今年の「ごみ０クリーンデー」は7月4日（土）を予定しております。
皆さんのご協力をお願いいたします。

• • • • • • • •　産業環境課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　産業環境課　☎087-892-2225

暑くなる前に今年から
「マイボトル」を利用してみませんか？

　今年の夏から40℃を超える日は「酷暑日」と呼ばれ、例年より高温になるというニュースをよく見かけることから、
ますます熱中症予防には気を使わなければなりません。これからは炎天下の外出先だけでなく屋内の涼しい部屋に
いても水分補給が欠かせません。そこで今年は毎日の飲み物を、ペットボトルなどの使い捨て容器からマイボトル（水
筒やタンブラーなど）に変えて、ごみやCO²の削減を目指してみませんか。
　では、実際にマイボトルにすることにより環境にどれだけ優しくなるのでしょうか？
　少しオーバーな話ですが日本で消費されている235億本／年のペットボトルの製造・廃棄・リサイクルにかかる
CO²排出量は、北海道72個分の面積の杉の森林のCO²吸収量といわれております。
　町では、毎月回収したペットボトルを高松の業者に引き取ってもらっています。再資源化されるごみでも無理の
ない範囲で減量化することは、運搬するフェリーやトラックの費用、CO²の排出量削減につなが
ります。石油由来の製品は世界情勢などに左右されるなど、さらに物価高となる可能性もあるこ
とから「マイボトル」デビューされてみてはいかがでしょうか。
　その他、ごみの出し方などについて不明な点がございましたら、産業環境課へご相談ください。

ごみの出し方（可燃ごみ）について
　最近、可燃ごみ（月・水・金曜日）
の指定袋の中に、不燃物（金属類）が
多く混ざっています。
　また、明らかに事業系からの混入と
推測できる不燃物（金属類）も多く、
焼却施設の長寿命化および安全に運用
するために、「金属混入の防止」と「分
別の徹底」はとても重要ですので、皆さんのご協力をお願いします。
　写真左のような、折り畳み座椅子もしくはレジャーチェアのような大きなものはもちろん、写真右のような、高
圧ホース、Ｕ字鉄筋、スパナ、モーター部品などは、当然、燃えずに排出されて設備を破損させます。
　直島町焼却施設の焼却温度は850℃～950℃ですので金属類は燃えませんし溶けません。※鉄の融点（溶ける温度）
は約1,538℃です。金属類（鉄・アルミ・ステンレスなど）は必ず事前に分別してください。
　直島町では分別された金属類は、資源ごみ（火曜日）にごみステーションに出すか、焼却施設下にある資源化施
設へ持ち込むことが可能です。
　金属類が混入したまま焼却すると、設備の破損や火災事故の原因になり最悪の場合、私たち町民のごみを焼却す
ることができないどころか、皆さんの税金で修理することになります。ごみの分別を正しく行っていただくことに
より、焼却炉の安全な操業ができておりますので、今後とも皆さんのご協力をお願いいたします。
　その他、ごみの出し方で分からないことがあれば産業環境課までご連絡ください。

※実際に混入されていた未燃物となった金属（写真中の赤白は20ｃｍ間隔）

ごみ出しルールを守りましょう！
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• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-2223

出張年金相談を開催します
　街角の年金相談センター高松（オフィス）による年金相談が開催されます。

●開　催　日
　６月18日（木）
●場所・時間
　・役　　　場（１階会議室）　 ９：30～12：30
　・西部公民館（研　修　室）　13：00～16：00

●相 談 内 容
　年金見込額、繰り上げ・繰り下げ、在職老齢
年金、雇用保険との調整など

●年金請求・各種手続き
　老齢年金、遺族年金、障害年金、住所・口座
変更など

●持参する物
　免許証・年金手帳・年金証書・振込通知書な
ど相談者本人であることが確認できるもの
※�代理の人がご相談に来られる際には委任状および依頼
を受けたご本人であることが確認できる書類（免許証な
ど）が必要です。

　国民年金や厚生年金などの加入期間の確認や年金額の算出など、�
年金事務所と同等のサービスが受けられます。
　年金相談は事前予約制となります。
　年金相談をご希望の方は『街角の年金相談センター高松（オフィ
ス）』に事前予約をお願いします。（年金手帳などに記載されている基礎年金番号が必要です。）

☎087-811-6020（予約用）　平日８：30～17：15【土・日・祝日および12月29日～１月３日を除く】

直島町内で各種手続きが可能です
ので、お気軽にご相談ください。

全国一斉女性の権利ホットライン
日　　　時　

　6月29日（月）　10：00〜16：00

電 話 番 号
　☎087-802-5228　※相談日のみ開設 
　�電話相談（予約不要）および面接相談（予約制）を実施
　（場所：香川県弁護士会館　高松市丸の内2-22） 

費　　　用　無料

お問い合わせ　
　香川県弁護士会 
　☎087-822-3693（予約受付電話番号） 

主　　　催　
　香川県弁護士会／日本弁護士連合会

【事務局連絡先】
香川県弁護士会事務局担当：久保　　☎087-822-3693　　FAX 087-823-3878
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【BLOOM　～みんなで個性あふれる笑顔の花を咲かせよう～】

幼小中合同運動会・第31回直島町民体育祭
５月30日（土)

　町民グランドで幼小中合同運動会・第31
回直島町民体育祭が開催されました。
　子どもから大人まで、ご参加いただいた皆
さんが全力で演技や競技に挑み、暑さに負け
ないパフォーマンスを見せてくれました。
　町民体育祭の開催に際して、三菱マテリア
ル株式会社直島製錬所様よりご寄付をいただ
きました。
　御礼申し上げます。
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• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-2223

～ 知ってください　国民健康保険のこと !! ～
【医療費適正化のために】

　国民健康保険の被保険者の皆さんが、病院などの窓口で支払っているのは医療費の一部であり、残りは保険者（町）が負
担しています。医療費はここ数年高い状態が続いており、国保の財政にも大きな影響を及ぼしています。医療費が増え続け
ると、皆さんの保険税を引き上げなければならない可能性が大きくなります。少しでも医療費を適正化していけるように、
ご協力をお願いします。

医療費の増加の主な原因
●医療機関へのかかり方
　かぜなどの軽い症状で最初から大きな病院にかかったり、同じ病気で複数の医療機関にかかったりすると、医療費が増
えてしまいます。

●生活習慣病の増加
　日々の生活習慣が要因で起こる生活習慣病が増えています。生活習慣病などの慢性疾患は、治療に長い期間がかかるた
め、医療費が増えてしまいます。

●医療技術の進歩
　新しい医療機器や医療技術、新薬などが開発されたことで、治療が難しかった病気も治療が可能になりましたが、治療
にかかる費用も増えています。

医療費節約のコツ
●かかりつけ医を持ちましょう
　“かかりつけ医”とは、日頃から診察や健康管理をしてくれる身近なお医者さんのことです。病歴などを把握したうえで、
細やかな対応をしてもらえます。町内にもふれあい診療所がありますので、“かかりつけ医”として積極的に利用してく
ださい。

●重複受診をやめましょう
　同じ病気で複数の医療機関にかかることはやめましょう。医療費が増えるだけでなく、重複する検査や投薬により、体
への負担や副作用も心配されます。

●診療時間内に受診しましょう
　緊急の場合以外は、休日や診療時間外の受診はやめましょう。緊急を要する重症の患者さんへの対応が遅れ、治療が間
に合わなくなるなどの恐れがあります。また、本来の医療費のほかに時間外料金なども加算され、医療費が増えてしまい
ます。

●健康診断を受けて、病気を早期発見しましょう
　自覚症状が現れにくい生活習慣病などの早期発見には、健康診断によるチェックが重要です。病気の早期発見・治療は
医療費の節減にもつながります。定期的に健康診断を受けて、病気の早期発見に努めましょう。

●薬を正しく使いましょう
　処方薬は市販薬より薬効が強いので、重複して飲むと危険です。薬の飲み合わせや適量以上の服薬により、副作用や症
状の悪化が心配されます。指示された用法・用量を守り、正しく使いましょう。

～国民健康保険の届け出にはマイナンバーの記載が必要です～
国民健康保険の届け出・申請にはマイナンバー（個人番号）の記載が必要です。

届け出の際は、世帯主と手続対象者全員分のマイナンバーがわかるものを持参してください。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
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• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-2223

児童手当現況届の提出が原則不要となりました

　現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月
分以降の児童手当を引き続き受ける要件（児童の
監督や保護、生計同一関係など）を満たしている
かどうかを確認するためのものです。

　児童の養育状況が変わっていなければ、下記に
該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

（現況届の提出が必要な方）

◦�配偶者からの暴力などにより、住民票の住所
が直島町以外の方

◦支給要件児童の戸籍がない方

◦離婚協議中で配偶者と別居されている方

◦その他、市区町村から提出の案内があった方

※�現況届の提出がない場合には、６月分以降の手
当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

◦�児童を養育しなくなったことなどにより、支
給対象となる児童がいなくなったとき

◦�受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
（他の市区町村や海外への転出を含む）

◦�受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

◦��一緒に児童を養育する配偶者を有するに至っ
たとき、または児童を養育していた配偶者が
いなくなったとき

◦��受給者の加入する年金が変わったとき（受給
者が公務員になったときを含む）

◦��国内で児童を養育して
いる者として、海外
に住んでいる父母から
「父母指定者」の指定
を受けるとき

児童手当受給者の方へ 以下に該当するときは役場に届け出が必要です

空調能力のない“エアコン”

困ったときは、ひとりで悩まずにお電話ください。
「香川県消費生活センター ☎087-833-0999」「消費者ホットライン188（局番なし）」

　ネット通販で購入した、置くだけで空間の温度を調整できる“エアコン”のような性能をうたう商品に
ついて、広告のような空調能力がないという相談が寄せられています。日本語表記の通販サイトでも、海
外の販売事業者である場合があります。「数秒で室温が変化する」「エアコン並み」など、冷暖房機能の性
能を誇張する広告の商品は、購入前に記載内容をよく読み、「どこから」「何を」買おうとしているのか、
十分に確認しましょう。
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• • • • • • • •　住民福祉課からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　住民福祉課　☎087-892-2223

国民年金基金相談会のお知らせ

国民年金基金とは
　老齢基礎年金に上積みして、より豊かな老後を保障
するもので、自分の将来設計に合わせて年金を積み立
てられます。

制度の特長
◦�65歳から生涯受け取る終身年金が基本ですので、長
い老後の生活に備えることができます。
◦�掛金は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税
や住民税が軽減されます。
◦�万が一のときは、ご遺族に一時金が支給されます。（保
証期間付きのタイプに限る）

加入できる方は
　20歳から60歳未満の自営業者やフリーランスなど
の国民年金第１号被保険者および60歳から65歳未満
の国民年金任意加入被保険者、海外居住の国民年金任

意加入被保険者です。ただし、国民年金の保険料を免
除されている方や、農業者年金に加入している方は加
入できません。

国民年金基金相談会を実施
　全国国民年金基金香川支部では、下記の日程で国民
年金基金相談を実施します。お気軽にご相談ください。
　日時　７月14日（火）　10：00〜15：00
　場所　役場２階　小会議室（２）
　お問い合わせ
　全国国民年金基金香川支部
　0120-65-4192

そろそろ老後の設計始めませんか？

制度の詳細は
こちらから

資料請求は
こちらから
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• • • • • • • •　健康推進室からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　健康推進室　☎087-892-3400

令和８年度　食育事業の予定について
　今年度、下記の日程で食育事業（クッキング）を予定しています。
　対象となる方には、時期が近づきましたらご案内しますので、ぜひご参加ください。

日　時 対　象 テーマ
7月29日（水）

10：30～12：30 幼児学園３～５歳児の親子 親子で楽しむクッキング

7月30日（木）
10：30～12：30 小学５・６年生 食品に含まれる栄養を考え、クッキングを楽しもう

10月23日（金）
11：00～13：00

【骨粗しょう症対策事業】
概ね30歳以上の女性の方 “腸活”で身体の不調を整え、健康な体づくりを目指そう（仮）

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入中の方へ
「かがわ健診プラザ」で特定健診が受診できます！

対　　象　国民健康保険に加入中の40歳以上の方、後期高齢者医療制度加入中の方
　　　　　  ※社会保険に加入されている方の受診資格についてはかがわ健診プラザまでお問い合わせください。

受診期間　令和８年６月１日（月）～令和９年２月28日（日）
受付時間 月 火 水 木 金 土 日

10：00～12：00 ○ × × ○ ○ ○ ○

13：30～16：30 ○ × × ○ ○ ○ ○

　国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入中の方は、「かがわ健診プラザ」で特定健診を受診することができます。ご自身
の健康管理のためにぜひご利用ください！

料　　金
基　本　健　診 500円 今年度40歳・45歳・50歳・55歳・60歳を迎えられる方は無料

前立腺がん検査（40歳以上の男性） 400円

肝炎ウイルス検査（40歳以上の方） 400円 R8年４月１日時点で40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳
に該当する方で今まで検査を受けたことが無い方は無料

※前立腺がん検査、肝炎ウイルス検査は希望により実施。
★骨密度測定・野菜摂取量測定は受診資格にかかわらず、どなたでも受診可能です！（予約不要・無料）

予約方法　
電話またはWEB
※�お手元に健康保険の資格が確認できるものと（特定健診の場合）受診券をご用意ください
※健診の10日前に案内文書などが届きます
☎087-897-4280　平日９：00～17：15（12：00～13：00は除く）
https://kagawa.kenshinyoyaku.com/

場　　所　イオンモール高松３階（高松市香西本町）

事前予約が必要です
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• • • • • • • •　健康推進室からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　健康推進室　☎087-892-3400

子宮頸がん検診と乳がん検診（マンモグラフィ）が
玉野医療センターたまの病院・三宅医院・三宅おおふくクリニック・

三宅医院問屋町テラスで受診することができます
　下記の日程で、直島町が実施する子宮頸がん検診と乳が
ん検診（マンモグラフィ）が、たまの病院・三宅医院・三
宅おおふくクリニック・三宅医院問屋町テラスで受診する
ことができます。
　受診機会を逃している方は、ぜひ受診しましょう。

◆検 診 期 間
　令和８年７月１日（水）～令和９年２月28日（日）
　（医療機関の休診日は除きます。）

◆対　象　者
　★乳　が　ん：40歳以上の方
　無料クーポン券対象者：
　　昭和60年４月２日～昭和61年４月１日生まれの方

子宮頸がん検診と乳がん検診（マンモグラフィ）が
高松市指定医療機関で受診することができます

　下記の日程で、直島町が実施する子宮頸がん検診と乳が
ん検診（マンモグラフィ）が、高松市医師会・高松市の協
力のもと、高松市指定医療機関で受診することができます。
　受診機会を逃している方は、ぜひ受診しましょう。

◆検 診 期 間
　令和８年７月１日（水）～令和９年２月28日（日）
　（医療機関の休診日は除きます。）

◆対　象　者
★乳がん：�40歳以上の方で、元号（大正・昭和）で奇数年

生まれの方

※�先に配布いたしました「令和８年度がん検診日程等につ
いて」において、乳がん検診の対象者に誤りがありました。
深くお詫び申し上げますとともに、次のとおり訂正いた
します。

（誤）元号で「偶数年」生まれの方
　　　　　　　　➡
（正）元号で「奇数年」生まれの方

直島町の女性の皆さん

　★子宮頸がん：20歳以上の方
　無料クーポン券対象者：
　　平成17年４月２日～平成18年４月１日生まれの方

◆自己負担金
　★乳　が　ん：500円（無料クーポン券対象者の方は無料）
　★子宮頸がん：500円（無料クーポン券対象者の方は無料）

◆受 診 方 法
１．医療機関に直接お電話して予約を取ってください。
２．予約を取ったあと、健康推進室にお電話ください。
３．�問診票などの必要書類をご本人様あてに送りますので、
その書類を持って受診してください。

　※�問診票など、必要書類がないと受診できないことがあります。

ご注意
ください！

ご注意
ください！

　無料クーポン券対象者：
　昭和60年４月２日～昭和61年４月１日生まれの方
※�無料クーポン券対象者の方は元号に関係なく受診するこ
とができます。

★子宮頸がん：20歳以上の方
　無料クーポン券対象者：
　平成17年４月２日～平成18年４月１日生まれの方

◆自己負担金
　★乳　が　ん：500円（無料クーポン券対象者の方は無料）
　★子宮頸がん：500円（無料クーポン券対象者の方は無料）

◆受 診 方 法
１．健康推進室までお電話ください。
　　�検診日とご希望の医療機関をお聞きしたうえ、役場か
ら医療機関に予約を取らせてもらいます。

２．�予約後、問診票などの必要書類をご本人様あてに送り
ますので、その書類を持って受診してください。

※�健康推進室に連絡をせずに直接医療機関に行った場合、
受診できません。
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みんなの健康教室のお知らせ
　「みんなの健康教室」は、糖尿病・高血圧・腎臓病などの病気と食事についてのお話、健康づくりのための運動やレクリエー
ションを行う教室です。
　下記の内容で毎月行っています。参加費無料です。お気軽にご参加ください♪

• • • • • • • •　健康推進室からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　健康推進室／／地域包括支援センター　☎087-892-3400

たのしい！アタマ元気　脳トレ教室
　認知症予防、うつ予防に！
　脳トレは、高齢期を元気で過ごすための必須トレーニン
グです。講話・脳イキイキ活性化ゲーム・回想による脳ト
レなど、みんなで和気あいあいとやっています。何歳になっ
ても、読み・書き・計算は大事です。脳は使えば衰えません。
みんなで学習や会話を楽しみませんか？
　たくさんのご参加をお待ちしております。

日　時 会　場 内　容
６月11日（木） 西部

公民館
管理栄養士が教える
糖尿病予防の食事のコツ9：00～10：00

7月10日（金） 直島
ホール

管理栄養士が教える
糖尿病予防の食事のコツ9：00～10：00

8月6日（木） 西部
公民館 おいしく続ける 減塩生活9：00～10：00

9月10日（木） 西部
公民館 健診結果説明会9：00～10：00

10月８日（木） 西部
公民館

貧血予防のご飯を作って食べよう！
（調理実習）11：00～13：00

11月12日（木） 西部
公民館

あなたは大丈夫？
コレステロール9：00～10：00

日　時 会　場 内　容
12月11日（金） 直島

ホール
減塩食を作って食べよう！

（調理実習）11：00～13：00
R９年1月８日（金） 西部

公民館
肝・腎講座（仮）

（玉野日赤　横山先生のお話）16：30～17：30
2月12日（金） 直島

ホール やさしい腎臓のはなし9：00～10：00
3月11日（木） 西部

公民館
骨粗しょう症を防ぐ
食事のポイント9：00～10：00

★�５月８日の健康教室でお配りした日程表に誤りがあり
ました。お詫びして訂正いたします。

（誤）1月15日（金）➡（正）1月8日（金）

　　　　　　　　　　 地 域 包 括 支 援 だ よ り　　　　　　　　　　

 日　時 　７月23日（木）　９：45～11：00
 場　所 　西部公民館　体育室兼講義室

 講　師 　認知症予防脳トレ士　光村拓也氏

 料　金 　無料　 持ち物 　筆記用具、眼鏡、飲み物など

 申　込 　�７月17日（金）までに健康推進室（地域包括支援
センター）へご連絡ください。

動物ことわざクイズ

□には、生き物の漢字がそれぞれ入ります。
楽しみながら挑戦してみてください。

① □も歩けば棒に当たる
　 （何か行動を起こせば、思わぬ幸運に巡り合えること）

② 二□を追う者は一□をも得ず
　 �（同時に２つを得ようと欲張ると、どちらも逃して
しまうこと）

③ □に翼
　 （もともと勢いの強いものがさらに強い力を得ること）

④ □を追う者は山を見ず
　 （ひとつのことに集中すると周りが見えなくなること）

答え　①犬　②兎　③虎　④鹿
みんなと一緒だから
楽しいわね。

なるほど！家でも
試してみようかな。
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• • • • • • • •　ふれあい診療所からのお知らせ　• • • • • • • •

お問い合わせ　　ふれあい診療所　☎087-892-2266

No.227 ふ れ あ い 健 康 コ ラ ムふ れ あ い 健 康 コ ラ ム ふれあい診療所

人生会議（ACP）って知っていますか？

ACP（人生会議）とは
　将来、自分で意思を伝えることが難しくなっ

たときに備えて、これからの治療や療養生活に

ついて、あらかじめ話し合っておくことです。

　医療者の説明を受けながら、患者さん・ご家

族・医療スタッフが一緒に考え、みんなが納得

できる形を目指します。

						       

どんなことを話し合うの？
• どのような治療を受けたいか

•どこで過ごしたいか（自宅・病院など）

•もしものとき、どこまで治療を行うか

•自分の代わりに意思を伝えてくれる人

						       

なぜ大切なの？
　急な体調の変化で判断が必要になったとき、�

ご本人の思いがわからないと、ご家族は大きな

負担を感じます。

　あらかじめ話し合っておくことで、「この人

ならこう考えるだろう」と周りの人が判断しや

すくなり、ご家族の安心にもつながります。

（医師　谷口 統）

人生会議のポイント
✓日常の会話から始めてOK

✓１回で決めなくて大丈夫

✓気持ちは変わるので何度でも見直す

✓困ったときは医療者に相談する

						       

こんな会話から始めてみましょう
「最近ちょっと疲れやすいね」

「もしものとき、どうしたい？」

小さな会話が第一歩です。

 						       

大切なメッセージ
人生会議は、患者さんだけでなく、

ご家族にとっても大きな支えになります。

ご高齢になってきたら、

ぜひ一度、ご家族で話し合ってみてください。

 						       

参考情報
厚生労働省「人生会議」

ht tps ://www.mhlw.go . jp/st f /web_

magazine/closeup/23.html
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ふれあい診療所  外来診療担当医予定表（６月８日～７月10日）
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
6/8 ９ 10 11 12

午前 午後 午前 午後 午前 午後 海老原 午前 午後
谷口・海老原 谷口 谷口・海老原 谷口 谷口・海老原 海老原 谷口・海老原 横山
15 16 17 18 19

谷口 午前 午後 午前 午後 海老原 海老原谷口・海老原 海老原 谷口・海老原 谷口
22 23 24 25 26

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 海老原谷口・海老原 谷口 松木 海老原 谷口・海老原 海老原 海老原 海老原／井上
29 30 7/1 ２ ３

午前 午後 午前 午後 午前 午後 海老原 午前 午後
谷口・海老原 海老原 谷口・海老原 谷口 谷口・海老原 谷口 谷口・海老原 谷口

６ ７ ８ ９ 10
午前 午後 午前 午後 午前 午後 海老原 午前 午後
谷口・海老原 谷口 谷口・海老原 谷口 谷口・海老原 海老原 谷口・海老原 横山
※診療担当医は都合により変更することがあります。
※受付時間　８：30〜11：30・14：00〜16：00
※診療時間　９：00〜12：00・14：30〜16：30
※救急患者の場合は、診療時間外でも診療しますので、下記に電話してください。
（注意）訪問診療のため月曜日と水曜日の午後は「医師１名体制」としています。
（お知らせ）�６月23日（火）の午前のみ、泌尿器科外来が開設され、専門医の診察を受けられます。
　　　　  �６月25日（木）の午後のみ、小児科外来が開設され、専門医の診察を受けられます。
� ふれあい診療所（☎087−892−2266）

Ｑ.金属類をごみとして廃棄する際は○曜日に資源ごみとしてご
みステーションに出すか、焼却施設下にある資源化施設へ
持ち込むようにしましょう。
①月　　②火　　③水 （ヒントは、広報紙の中にあります）

５月号の答え ①　応募総数 12 通

【応募締め切り】 ６月30日（火）
クイズの答え・住所・氏名・年齢・電話番号・広報紙の感想を
書いて、下記まで応募してください。正解者の中から抽選で
記念品を差し上げます。 応募は、１世帯１通に限ります。

【送 り 先】
　〒761-3110 直島町1122-1
　　直島町役場総務課「広報クイズ６月号」係
　　 Ｅ－ｍａｉｌでの応募は、somu1@town.naoshima.lg.jp
　※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
　※ご応募いただいた皆さんの個人情報は賞品発送のみに使用し、
　　第三者に開示・提供することはありません。

チャレンジ！ 広報クイズ
皆さんの応募をお待ちしています。

　広報では、赤ちゃんや就学前のお子さん、ペットの写真を
お待ちしています。掲載をご希望の方は、氏名（保護者・お子
さん）・年齢・住所（地区）・電話番号・メッセージを添えて下記
の宛先までご応募ください。
※写真でもデータでもＯＫです。

★★  募集しています ★★

わ が 家 の ス タ ー

　テーマはそれぞれ自由ですので、住所（地区）・氏名・年齢・
電話番号を記入し、お気軽にご応募ください。

「俳句・川柳」、「ミニギャラリー」のコーナー

送 り 先
〒761-3110 直島町1122-1
　直島町役場総務課「広報なおしま ○○○コーナー」
　Ｅ－ｍａｉｌでの応募は、somu1@town.naoshima.lg.jp

締め切り：６月19日（金）

　※紙面の都合で、掲載できない場合はご容赦ください。

Ｑ.金属類をごみとして廃棄する際は○曜日に資源ごみとしてご
みステーションに出すか、焼却施設下にある資源化施設へ
持ち込むようにしましょう。
①月　　②火　　③水 （ヒントは、広報紙の中にあります）

５月号の答え ①　応募総数 12 通

【応募締め切り】 ６月30日（火）
クイズの答え・住所・氏名・年齢・電話番号・広報紙の感想を
書いて、下記まで応募してください。正解者の中から抽選で
記念品を差し上げます。 応募は、１世帯１通に限ります。

【送 り 先】
　〒761-3110 直島町1122-1
　　直島町役場総務課「広報クイズ６月号」係
　　 Ｅ－ｍａｉｌでの応募は、somu1@town.naoshima.lg.jp
　※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
　※ご応募いただいた皆さんの個人情報は賞品発送のみに使用し、
　　第三者に開示・提供することはありません。

チャレンジ！ 広報クイズ
皆さんの応募をお待ちしています。

　広報では、赤ちゃんや就学前のお子さん、ペットの写真を
お待ちしています。掲載をご希望の方は、氏名（保護者・お子
さん）・年齢・住所（地区）・電話番号・メッセージを添えて下記
の宛先までご応募ください。
※写真でもデータでもＯＫです。

★★  募集しています ★★

わ が 家 の ス タ ー

　テーマはそれぞれ自由ですので、住所（地区）・氏名・年齢・
電話番号を記入し、お気軽にご応募ください。

「俳句・川柳」、「ミニギャラリー」のコーナー

送 り 先
〒761-3110 直島町1122-1
　直島町役場総務課「広報なおしま ○○○コーナー」
　Ｅ－ｍａｉｌでの応募は、somu1@town.naoshima.lg.jp

締め切り：６月19日（金）

　※紙面の都合で、掲載できない場合はご容赦ください。

玉野市休日当番医　市外局番（０８６３）

日 内　科　系 歯　　　科

６月
14

中村医院
（長尾）71−2217

そのだ歯科医院
（和田）81−6771

21 原田内科クリニック
（宇野）31−1717

竹北歯科・矯正歯科
クリニック

（田井）31−0310

28 海岸通りクリニック
（宇野）31−3400

谷歯科医院
（宇野）31−3500

７月
５

たまの病院
（宇野）31−2101

千葉歯科医院
（和田）81−0039

※診療時間は、内科は９：00～17：00、歯科は９：00～12：00。
※休日当番医は都合により変更することがあります。
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古紙配合率80%再生紙を
使用しています

横 防　岡崎 貢さんの作品
「町営住宅建設中」

　義援金へ多くの皆さんより、温かいお気持ちをお寄せいただきありがとうございます。現在の日本赤十字社直島
町分区での義援金受付状況を報告します。
　役場庁舎内に募金箱を設置しておりますので、ご協力をお願いします。
　皆さんからお預かりした義援金は、日本赤十字社を通して、被災地の方に届けられます。

能登半島地震災害義援金（令和９年３月31日受付終了予定）　令和８年５月31日現在703,880円
能登半島大雨災害義援金（令和９年３月31日受付終了予定）　令和８年５月31日現在257,470円

「能登半島地震災害義援金」
「能登半島大雨災害義援金」の協力お願いについて

藍綬褒章受章
　堀口容子さんが、長きにわたって
直島町民生児童委員協議会で会長
を務められるなど、児童福祉・地域
福祉の向上に尽力された功績が認
められ、藍綬褒章（社会福祉功績）
を受章されました。
　誠におめでとうございます。

　５月１日（金）に生活協同組合コープ
かがわと包括連携協定及び災害物資協
定を締結しました。締結式には、コープ
かがわの亀井理事長をはじめ関係者の
方に出席いただき、亀井理事長と小林
町長が協定書を交わしました。
　連携・協力の内容は右記のとおりです。

生活協同組合コープかがわと
包括連携協定及び災害物資協定を締結

⑴少子化対策・子育て支援に関すること。
⑵買い物支援に関すること。
⑶災害時の物資供給に関すること。
⑷地域の見守り、声かけに関すること。
⑸環境保全活動及び循環型社会の推
進に関すること。

⑹地産地消の推進及び地場産品の販
路拡大に関すること。
⑺その他、地域の活性化及び住民サービ
スの向上に資する取組に関すること。

　中山清さんが、長きにわたっ
て直島町商工会で会長を務めら
れるなど、中小企業振興に尽力
された功績が認められ、藍綬褒
章（中小企業振興功績）を受章
されました。
　誠におめでとうございます。

この広報紙は自然保護のため
再生紙を使用しています。


